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株主優待制度の変更に関するお知らせ 

 

当行は、下記のとおり株主優待制度の変更を行いますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

１．変更理由 

当行は、株主の皆さまの日頃のご支援に対する感謝と、当行への理解を更に深めてい

ただくことを目的に、株主優待制度を実施いたしております。 

今般、より多くの株主さまに当行株式を継続して長期的に保有、ご支援いただくこと

を目的に２０１９年３月３１日を基準とする株主優待制度から、実施内容を変更する

ことといたしました。 

 

２．株主優待制度の変更内容（下線は変更箇所） 

（１）現行の株主優待内容 

２０１８年３月３１日を基準とする株主優待内容 

保有株式数 優 待 内 容 

１００株以上１，０００株未満 ３，０００円相当の商品（カタログから選択） 

１，０００株以上 ５，０００円相当の商品（カタログから選択） 

 

（２）変更後の株主優待内容 

①２０１９年３月３１日を基準とする株主優待内容 

保有株式数 保 有 期 間 優 待 内 容 

１００株以上１，０００株未満 半年以上継続※ ３，０００円相当の商品 

１，０００株以上 半年以上継続※ ５，０００円相当の商品 

※保有期間半年以上継続とは、「２０１９年３月３１日と２０１８年９月３０日に、株主名

簿に同一株主番号で１００株以上の保有記録が連続して記載、または記録されていること」

といたします。 



②２０２０年３月３１日以降を基準とする株主優待内容 

保有株式数 保 有 期 間 優 待 内 容 

１００株以上１，０００株未満 １年以上継続※ ３，０００円相当の商品 

１，０００株以上 １年以上継続※ ５，０００円相当の商品 

※保有期間１年以上継続とは、「基準日（３月３１日）とその前年の３月３１日及び９月 

３０日に、株主名簿に同一株主番号で１００株以上の保有記録が連続して記載、または記録

されていること」といたします。 

 

以 上 


